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JARL静岡県支部コンテスト委員会

新型コロナウイルス感染症対策について、東京都、京都府、大阪府、兵庫県を対象に緊急事態宣言が発出され、宮城

県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、沖縄県、愛媛県などはまん延防止等重点処置が発出されており、他の道・

県でもそれぞれに対策の強化を求めています。

このような状況で、国や各自治体からは特に移動（外出）を抑制するよう、強く要請されております。

第３０回静岡コンテストでは、『徹底した新型コロナ対策』最優先で、何とか今年は開催できるよう苦渋の決断です

が、以下の通り移動を制限することにしました。ご理解とご協力をお願いします。

また、みだりに得点獲得競争を誘発しないよう、第３０回特別賞（コンテストレコード更新の賞）は取りやめること

にしました。

①都道府県境をまたいで移動する運用は禁止します。

②同一都道府県内の移動は自粛にご協力ください（やむを得ない場合に限る）。

詳細は以下の Ｑ＆Ａ をご参照ください。

また、判断に迷った場合は、事前にコンテスト委員会にお問い合わせください。

Ｑ 常置場所は故郷の実家で、現在の住居は他県の場合、どちらからでも運用してもよいか？

Ａ 『現在の生活の拠点』が移動の原点ですので、現在の住居からの運用は可です。意見欄にその旨記載をしてくだ

さい（例 常置場所は北海道釧路市、現在の住居の静岡市葵区で運用）。

ただし、実家に帰省しての運用は不可です。

Ｑ 他エリアの局が静岡県に入って（ポータブル２）運用することは不可ですか？

Ａ 県境をまたぐ移動になりますので不可です。

ただし、現在静岡県内に居住の場合はその住居から1エリアのコールサインでポータブル２で運用は可です。そ

の場合は意見欄にその旨記載をしてください（例 常置場所は八王子市、現在の住居の沼津市で運用）。

同様に静岡県内の局が静岡県外に移動しての運用も不可です。

東京都の局が埼玉県に移動も不可です。2’nd シャックでも不可ですが、リモート運用の場合は可です。その場

合は意見欄にその旨記載してください（例 埼玉県坂戸市の2’ndシャックを青梅市からリモート運用）。

Ｑ 私は東京都と静岡県に生活の拠点（住居と別荘）があるが、どちらからでも運用してよいか？

Ａ その時たまたま居る方の拠点が原点です。そちらからは可ですが、他の拠点からは移動になるので不可です。

Ｑ 私の家は神奈川県ですが静岡県境のすぐそばで数kmしか離れていません。静岡県側に移動してよいか？

Ａ 県境をまたいでの移動になりますので、不可です。

Ｑ 私は自宅からは電波が出せないので、ロケーションの良い有名な移動運用地に行って運用してよいか？

Ａ 『有名な移動運用地』に移動は自粛をしてください。

移動先は近在の地点（できるだけ同一市区町村内）にしてください（数kmの範囲に限る、数十kmは自粛）。

『電波が出せない』は、アンテナがたてられない、インターフェアがある、ロケーションが悪くて全く聞こえな

い、病人がいて無線運用できない など、やむを得ない場合に限ります。

ハイパワーが出せない、多少のロケーションの悪さなどでは自粛をしてください。

Ｑ ＦＭハンディ機種目に参加したいが、必ず自宅から運用しないと駄目か？

Ａ 自宅または自宅の周辺を推奨しますが、遠くても近在の地点（数kmの範囲、できるだけ同一市区町村内）として

ください。

Ｑ 静岡県外の局は同一都道府県内なら自由に移動してよいか？

Ａ 静岡県外の局も、静岡県内の局と同様に、同一都道府県内でも移動は自粛にご協力ください（やむを得ない場合

に限る）。


